
（横浜市神奈川区栄町８番地１）

ヨコハマポートサイドビル６階　住まいるイン
10 時～ 17 時（土日、祝日、年末年始を除く）
JR 横浜駅 ( 東口 ) より徒歩 15 分
JR 横浜駅 ( きた東口 ) より徒歩 10 分
京浜急行神奈川駅より徒歩５分

令和３年９月改定

相談に応じた簡単なアドバイスを行います。

専門的なアドバイスが必要な場合は、

横浜市と協定を結んだ専門家団体を紹介します。

地域で活用してもらいたい場合には、空家を

使いたい地域の方を紹介することも可能です。

ご自身の空家をぜひ｢空家活用のマッチング制度｣に

ご登録ください。

不動産・法律・建築・税金などの専門家が

専門的なアドバイスを行います。

空 家 を 適 切 に 管 理 し ま し ょ う



『横浜市空家等に係る適切な管理、措置等に関する条例』では、「空家等の所有者等は、

周辺の生活環境に悪影響を及ぼさないよう、空家等を適切に管理しなければならない。」

と定めています。(令和３年８月施行）

所有者等には、管理者や相続人も含まれますので、空家を相続した場合、遠方で

ある・遠縁である等の理由があっても、管理責任は発生します。

空家法及び建築基準法においても、建物等の維持管理の努力義務が規定されています。

もし空家を管理不全な状態のまま放置し、行政から空家法に基づき改善を勧告されると、

住宅用地の特例が解除され、土地の固定資産税額などが高くなる可能性があります。

　　　　　「空家の流通・活用

マニュアル」


